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第１章 計画策定の趣旨・位置付け                 
 
１ 計画策定の趣旨 

 我が国では、平成 7 年の阪神・淡路大震災や、平成 23 年の東日本大震災、度重なる集中豪雨
による水害・土砂災害の発生など、大規模な自然災害に幾度となく見舞われており、そのたび
に⻑期間にわたる復旧・復興を繰り返してきた。 
 国ではそれらの教訓を踏まえて頻発する大規模自然災害等に備え、事前防災・減災と迅速な
復旧復興に資する施策を、計画的に実施することを目的とした「強くしなやかな国⺠生活の実
現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（以下基本法という。）」を平成 25 年 12
月に制定し、平成 26 年 6 月には同法に基づいて「国土強靱化基本計画（以下、基本計画とい
う。）」を策定した。また、⻘森県では「命と暮らしを守る⻘森県」を目指し、平成 29 年 3 月に
「⻘森県国土強靱化地域計画（以下、県地域計画という。）」を策定し、国土強靱化基本計画と
連携した強靱な地域づくりを推進しているところである。 
 隣接する⻄つがる３市町（つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町）においては、日本海に面し、白神山
地を擁するなど地形的な面や、道路・鉄道などのインフラ的な面でも共通のリスクを有してい
る。そのため、事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策を、国や県と連携して計画的に
実施し、強靱な地域づくりをより広域的に推進するべく、国土強靭化地域計画を⻄つがる３市
町合同で策定するものである。 
 

     
  

つがる市 

鰺ヶ沢町 

深浦町 

青森県 
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２ 計画の位置付け 

 本計画は、基本法第 13 条に基づく国土強靱化地域計画として策定する。策定に当たっては、
国の基本法、基本計画に基づいて策定された県地域計画との調和を保つものとする。 
 
 
 
 
 
 
 

  

国 基本計画 

県 地域計画 

西つがる 

国土強靱化地域計画 
整合・調和 各市町総合計画 

国土強靱化に 

関する指針 

 

調和 

調和 

地域防災計画 耐震改修促進計画
公共施設等 

総合管理計画 など 

分野別計画の 

指針 

 

総合的・計画的な施策の展開 
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３ 計画期間 

 本計画の計画期間は、令和８（2026）年から令和１２（2030）年までの 5 年間とする。 
 なお、計画期間内において、計画の適切な進行管理及び社会経済情勢などの変化の把握に努
め、必要に応じて計画の見直しを行う。 
 

４ 計画策定の流れ 

 本計画は、目指すべき目標を明確にしたうえで、設定したリスクシナリオに対して脆弱性の
評価を行うとともに、その結果に基づき対応方策の検討を行う。 
 計画策定後は、①Plan ②Do ③Check ④Action の流れを基本としたＰＤＣＡサイクルに
より関連施策・事業の進捗状況を毎年把握し、計画全体の見直し・改善を図っていくものとす
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

目指すべき将来の地域の姿 

ＳＴＥＰ１ 地域を強靱化する上での目標の明確化 

ＳＴＥＰ２ リスクシナリオ（最悪の事態）、強靱化施策分野の設定 

ＳＴＥＰ３ 脆弱性の分析・評価、課題の検討 

ＳＴＥＰ４ リスクへの対応方策の検討 

ＳＴＥＰ５ 対応方策について重点化、優先順位付け 

計画的に実施 

結果の評価 

全体の取組の見直し・改善 

①Plan 

②Do 

③Check 

④Action 
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第２章 基本的な考え方                      
 
１ 基本目標 

 いかなる災害が発生しようとも、以下の４項目を基本目標として、安全・安心な地域・経済
社会の構築に向けた「国土強靱化」を推進する。 
① 人命の保護が最大限図られること 
② 行政及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 
③ 住⺠の財産及び公共施設に係る被害の最⼩化 
④ 迅速な復旧・復興 
 

２ 基本的な方針 

 
(1) 適切な施策の組み合わせ 

① ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせること 
② 自助・共助・公助を適切かつ効果的に組み合わせること（自助：自分で自分を助けること 

共助：家族、企業や地域コミュニティで共に助け合うこと 公助：行政による救助・支援） 
③ 非常時にのみならず平時にも有効活用できる対策とすること 
 

(2) 効率的な施策の推進 
① 人口減少等に起因する需要の変化等を踏まえた、効果的で効率的な施策の推進を図ること 
② 国・県の施策、既存の社会資本、⺠間資⾦の活用を図ること 
 

(3) ⻄つがる圏域の地域特性を踏まえた施策の推進 
① ⻄つがるの地域特性や実情を踏まえた施策の推進を図ること 
② 強靭化を推進する担い手が適切に活動できる環境整備に努めること 
③ 女性、高齢者、子供、障がい者、外国人等に十分配慮して施策を講じること 
④ 環境との調和及び景観の維持に配慮するとともに、自然との共生を図ること 
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第３章 地域の特性及び想定するリスク               
 
１ 地域特性 

(1) 自然的特性 
 ⻄つがる圏域は、⻘森県の⻄部に位置し、南は秋⽥県、⻄は⽇本海、北は十三湖と接して
いる。圏域南部は白神山地を含む国有林地帯、北部は一級河川である岩木川が流れる津軽平
野が広がり、鰺ヶ沢町東部は常時観測火山である岩木山麓を擁している。 
 気候については、⽇本海の影響を受ける⽇本海型気候であり、沿岸部は対馬海流（暖流）
が流れているため、冬季は県内では比較的温暖である。北部は積雪が多い豪雪地帯であるが、
南部は積雪が少ない。 
  

 
             出典：気象庁の公開データ（鰺ヶ沢気象観測所）より作成 

 
(2) 社会経済基盤 

 圏域の主要な道路・鉄道としては、県管理の国道 101 号、JR 東⽇本の五能線があり、東は
五所川原市からつがる市南部を横断し、鰺ヶ沢町・深浦町の⽇本海沿岸に沿って秋⽥県へ続
く形で並走している。また、自動車専用道路である津軽自動車道が事業中であり、つがる市
から鰺ヶ沢町にかけての一部区間については供用が開始されている。 
 港湾は、避難港に指定されている深浦港、及び津軽港（旧七⾥⻑浜港）の２港である。 
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(3) 人口・世帯 
【圏域人口】 

 ⻄つがる圏域における令和 2 年の人口は 47.324 人で、うち６割以上をつがる市が占めてい
る。圏域全体の人口は、平成 12 年から令和 2 年までの 20 年間で 19,346 人の減少となって
おり、圏域全体においては人口減少の傾向が顕著である。 
※平成１２年の値は合併前の値のため、つがる市が木造町・森⽥村・柏村・稲垣村・車力村
の合算値、深浦町は深浦町・岩崎村の合算値を使用している。（以下同じ） 

 
                              出典：国勢調査（総務省統計局）より作成 
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【圏域年齢別人口】 
 ⻄つがる圏域における年齢別人口の割合は、年少人口割合（15 歳未満）が 8.6％、生産年
齢人口割合（15~64 歳）は 49.6％、高齢者人口割合（65 歳以上）は 41.8％となっている。高
齢者人口は平成 12 年からの 20 年間で 16.1％も増加しており、高齢化が進行している。 

 
    ※小数点２位以下を端数処理しているため、合計は 100％とはならない場合がある。（以下同じ） 

出典：国勢調査（総務省統計局）より作成 
【世帯】 

 ⻄つがる圏域における令和 2 年の世帯数は、17,420 世帯で、うち約６割をつがる市が占め
ている。平成 12 以降は徐々に減少傾向となっている。 

 
出典：国勢調査（総務省統計局）の一般世帯数より作成 
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【将来推計人口】 
 国立社会保障・人口問題研究所が推計した⻄つがる圏域における将来推計人口は、令和 2
年から令和 32 年の３０年間で 25,766 人減と、半分以下（-54.4％）の人口となる見通しとな
っている。圏域の３市町においては人口ビジョンにより、人口減少が緩やかとなる試算も公
表しているが、それでも平成 27 年から令和 27 年の 30 年間で 21,152 人減（-40.8％）となっ
ており、人口減少の傾向が顕著である。また、それに伴い圏域における税収の減少も予想さ
れる。地域における災害時の共助機能の維持や、限られた予算の中での防災関連施設・社会
インフラの維持管理をしていくためには、計画的・中⻑期的な対策が重要である。 

 
出典：国立社会保障・人口問題研究所より作成 
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(4) 産業・雇用 
 ⻄つがる圏域における就業者数については、第３次産業が 54.9％と最も多く、次いで第１
次産業が 27.5％、第２次産業が 17.6％となっている。 
 圏域においては第３次産業の就業者数には及ばないものの、第１次産業も盛んであり、平
野部ではメロン・スイカ・ごぼう等を中心とした農業、沿岸部ではマグロ・イカ・ヒラメ等
を中心とした漁業が盛んである。一部の特産品はブランド化が推進されており、「つがりあん
メロン」「鰺ヶ沢ヒラメ」「ふかうら雪人参」「深浦マグロ」等が特に有名である。 
※分類 
 第１次産業：農業・林業・漁業 
 第２次産業：工業・採石業・砂利採取業・建設業・製造業 
 第３次産業：上記以外の産業のうち、分類不能の産業を除いたもの 
 

圏域における産業大分類別就業者数及び構成比 

産業分類 

つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 圏域合計 

就業 
人数 

（人） 
構成比 

就業 
人数 

（人） 
構成比 

就業 
人数 

（人） 
構成比 

就業 
人数 

（人） 
構成比 

第１次産業 4,837  29.9% 905  21.5% 754  23.2% 6,496  27.5% 
第２次産業 2,840  17.5% 714  17.0% 606  18.7% 4,160  17.6% 
第３次産業 8,514  52.6% 2,592  61.6% 1,887  58.1% 12,993  54.9% 
分類不能 0  0.0% 0  0.0% 0  0.0% 0  0.0% 

総就業者数 16,191  100.0% 4,211  100.0% 3,247  100.0% 23,649  100.0% 
出典：国勢調査（総務省統計局）より作成 
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(5) 流入・流出人口（通勤・通学、観光） 
 ⻄つがる圏域では五所川原市からの流入・流出が多く、圏域外への就業者・通学者 6,565 人
のうち五所川原市が 3,459 人、圏域外からの就業者・通学者 3,610 人のうち五所川原市が 2,095
人となっている。圏域内の流入・流出は鰺ヶ沢町からつがる市への流出が最も多く、386 名
がつがる市へ従業・通学している。 
 また、圏域内では白神山地や十二湖、五能線などの観光資源や、特産品である農産物・海
産物を販売する道の駅・海の駅があり、毎年 230〜250 万人ほどの観光客が訪れている。 
 

圏域内他市町村への従業者・通学者 

 
出典：令和 2 年度国勢調査（総務省統計局）より作成 

 
圏域外からの従業者・通学者数 

 
出典：令和 2 年度国勢調査（総務省統計局）より作成 

 
圏域外への従業者・通学者数 

 
出典：令和 2 年度国勢調査（総務省統計局）より作成 

 

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比
つがる市 − − 308 60.7% 38 21.1%
鰺ヶ沢町 386 83.2% − − 142 78.9%
深浦町 78 16.8% 199 39.3% − −

合計 464 − 507 − 180 −

つがる市 鰺ケ沢 深浦町常住地

従業・通学地

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比
県内 3,100 99.4% 385 99.5% 79 76.7% 3,564 98.7%

（県内うち五所川原市） 1,898 60.8% 160 41.3% 37 35.9% 2,095 58.0%
県外 20 0.6% 2 0.5% 24 23.3% 46 1.3%
合計 3,120 − 387 − 103 − 3,610 −

つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 圏域合計
常住地

従業・通学地

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比
県内 4,903 97.2% 749 59.4% 157 59.7% 5,809 88.5%

（県内うち五所川原市） 2,980 59.1% 382 30.3% 97 36.9% 3,459 52.7%
県外 60 1.2% 499 39.6% 101 38.4% 660 10.1%

不詳・外国 79 1.6% 12 1.0% 5 1.9% 96 1.5%
合計 5,042 − 1,260 − 263 − 6,565 −

つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 圏域合計常住地
従業・通学地
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出典：令和 5 年⻘森県観光入込客統計より作成 

 
(6) 防災関連基盤 

【消防団】 
 ⻄つがる圏域における消防団員数は下記のとおりとなっている。定員に対する充足
率は、全国平均の 86.1％（令和 6 年 10 月 1 ⽇現在）と比較して概ね高い水準となっ
ている。 

消防団員数及び充足率 
                                令和６年 4 月 1 ⽇現在 

 ①条例定数 
（人） 

②消防団実員数 
（人） 

充足率（②／①） 
（％） 

つがる市 1,020 959 94.0  
鰺ヶ沢町 385 318 82.6  
深浦町 400 331 82.8  

                                 出典：各市町消防年報 
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【自主防災組織】 
 ⻄つがる圏域における自主防災組織結成状況は下記のとおりとなっている。深浦町は活
動カバー率 100％となっているが、つがる市・鰺ヶ沢町は 30％である。 

 
自主防災組織結成状況 

令和 7 年 4 月 1 ⽇現在 
 世帯数 組織数 カバー世帯数 活動カバー率（％） 

つがる市 13,368 29 4,224 31.6 

鰺ヶ沢町 4,306 18 1,603 37.2 

深浦町 3,473 31 3,473 100.0 

出典：自主防災組織結成状況（⻘森県防災危機管理課） 
 
２ 想定するリスクとして設定する大規模自然災害 

(1) 地震・津波 
○これまでの主な地震・津波被害 

 ⻄つがる圏域は、太平洋地域に比べ被害をもたらす大きな地震の発生は少ないが、昭和
58 年の⽇本海中部地震では、死者を含む大きな被害が発生している。 

 
これまでの主な地震・津波被害 

発生年月⽇及び種類 災害概要 
昭和 43 年 5 月 16 ⽇ 

十勝沖地震 
マグニチュード 9.5 震度 3：深浦町深浦 
⻄津軽郡全体で家屋被害 21,300 千円 

昭和 58 年 5 月 26 ⽇ 
⽇本海中部地震 

マグニチュード 7.7 震度 5：深浦町深浦 
木造町、森⽥村、柏村、稲垣村、車力村：被害総額 140 億円 
鰺ヶ沢町：死者 3 名、被害総額 83 億円 
深浦町：死者 2 名、被害総額 63 億円 

平成 23 年 3 月 11 ⽇ 
東⽇本大震災 

マグニチュード 9.0 
震度４：つがる市木造ほか 
震度 3：鰺ヶ沢本町ほか、深浦町深浦ほか 

出典：⻘森県 HP「地震総覧」、気象庁ＨＰ観測・解析データ、各市町地域防災計画より作成 
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○⻘森県地震・津波被害想定調査 
 ⻘森県では、平成 24・25 年度および平成 27 年度、令和３年度に⻘森県周辺で発生し得
る最大級の地震による被害想定調査を実施している。⻄つがる圏域においては、⽇本海側
海溝型地震により、死者数 5,000 人を超える大きな被害が発生することが予測されている
ことから、今後このような地震・津波が起こる可能性があることを想定し、減災・防災対
策に取り組むことが重要である。 

名称 
（調査年度） 

太平洋側海溝型地震 
（R3） 

⽇本海側海溝型地震 
（H27) 

内陸直下型地震 
（H24・25) 

モーメントマ
グニチュード 

（Mw） 
9.0~9.3 7.9 6.7 

震源モデル 

 昭和 43 年十勝沖地震及
び平成 23 年東北地方太平
洋沖地震の震源域を考慮
し、⻘森県にもっとも大
きな地震・津波の被害を
もたらす震源モデルに加
え、国の⽇本海溝・千島海
溝沿いの巨大地震モデル
について、地域毎の被害
の最大値を採用して設定 

「⽇本海における大規模地
震に関する調査検討会（国土
交通省）」で設定された震源
モデルのうち、「平成 26 年度
津波浸水想定調査（⻘森県）」
において採用した 4 つの断層
を震源モデルとして設定 

「⻘森湾⻄岸断層帯の活動
性及び活動履歴調査（産業
総合研究［2009］」により入
内断層北に海底活断層が推
定されたことから、震源モ
デルを設定 

想定被害 
の概要 

震度最大 7 
死者数 約 53,000 人 

最大震度 6 強 
死者数 約 6,900 人 

最大震度 7 
死者数 約 2,900 人 
出典：⻘森県地域防災計画 

 
⻄つがる圏域の被害想定（⽇本海側海溝型地震（H27）） 

 人的被害（人） 建物被害（棟） 避難者数（人） 
（1 ⽇後） 死者数 負傷者数 全壊棟数 半壊棟数 

つがる市 70 690 1,100 4,400 2,400 
鰺ヶ沢町 1,900 530 1,100 1,800 4,400 
深浦町 3,700 660 2,500 2,800 6,000 

圏域 計 5,670 1,880 4,700 9,000 12,800 
出典：⻘森県地震・津波被害想定調査（⽇本海側海溝型地震） 

 
(2) 風水害 

 台風や大雨・暴風による住家の床上、床下浸水、土砂災害等がたびたび発生している。特
に、平成 3 年に発生した台風 19 号では農産物被害を中心に甚大な被害が発生した。令和 4 年
8 月には大雨により３市町ともに被害が発生し、山⽥川（つがる市）・中村川（鰺ヶ沢町）が
氾濫、深浦町でも複数の路線が崩落するなど甚大な被害となった。 
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近年における主な災害 
発生年月⽇ 市町村名 種別 被害の概要 

平成 2 年 11 月 つがる市 風水害 住家 113 棟、農業用ハウス 39 棟、被害総額 8,522 万円 

平成 3 年 9 月 

つがる市 風害 
台風 19 号 
柏村：リンゴ園、被害 総額 4 億 7,198 万円 
車力村：ながいも、ながねぎ等農産物被害 被害総額 765 万円 

鰺ヶ沢町 風害 
台風 19 号でりんご、家屋などに大被害 
被害総額 6 億 5,000 万円 

深浦町 風害 台風 19 号深浦町災害対策本部設置 
平成 21 年 7 月 深浦町 水害 大雨による被害続出 被害総額 2 億 5,000 万円 
平成 24 年 7 月 深浦町 水害 大雨による被害続出 被害総額 5,300 万円 
平成 24 年 9 月 深浦町 水害 大雨による被害続出 被害総額 1,600 万円 

平成 25 年 9 月 鰺ヶ沢町 水害 
台風 18 号による大雨で各地土砂災害が発生 
被害総額約 7 億円 

平成 26 年 8 月 深浦町 大雨 
大雨による床上浸水 10 棟、床下浸水 13 棟 
被害総額 2 億 2,000 万円 

平成 29 年 4 月 深浦町 風害 
暴風による住宅一部破損 2 棟、岩崎中学校校舎屋上破損 
被害総額 1,000 万円 

令和 4 年 8 月 
つがる市 水害 住家被害 2 棟、農作物被害約 32 億円 
深浦町 水害 大雨による床下浸水 18 棟、床上浸水 35 棟 

鰺ヶ沢町 水害 大雨による内水氾濫・中村川の越水、被害総額約 37 億円 
出典：各市町地域防災計画より作成 

 
(3) 豪雪災害 

 深浦町・鰺ヶ沢町の⽇本海沿岸部は、県内では比較的降雪が少なく気候もゆるやかな地域
であるが、つがる市及び鰺ヶ沢の岩木山麓に近い地域は積雪が多く、特につがる市は強い⻄
風による地吹雪のため交通が途絶することがあるなど、住⺠生活に影響を及ぼしており、災
害時に地域交通ネットワークが分断する事態が起きないよう対策が必要である。 
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(4) 火山噴火 
 ⻘森県内の活火山（概ね過去１万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火
山）として選定された岩木山、十和⽥、八甲⽥山及び恐山のうち、恐山以外については、火
山噴火予知連絡会により常時観測火山に選定され、常時観測を行っている。なお、鰺ヶ沢町
は、岩木山が噴火した場合の噴石、火砕サージ、火砕流等が到達する想定となっている。ま
た、つがる市は十和⽥が積雪期に大規模噴火した場合の融雪型火山泥流が到達する想定とな
っている。 

 
  出典：岩木山火山噴火緊急減災対策砂防計画 噴火シナリオケース 8 （⻘森県河川砂防課） 

  



第３章 地域の特性及び想定するリスク 

16 

十和⽥火山が積雪期に大規模噴火した場合発生する融雪型火山泥流の影響範囲 

 
出典：十和⽥火山災害想定影響範囲図（十和⽥火山防災協議会） 
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第４章 脆弱性評価                         
 
１ 脆弱性評価の考え方 

 大規模自然災害等による被害を回避するための対策（施策）や、社会経済システムの現状の
どこに問題があるかについて把握するため、「脆弱性評価」を行った。 
 
○脆弱性評価の実施手順 

① 対象とする大規模自然災害等に対して、事前に備えるべき目標を設定 
② 目標の妨げとなる事態として、起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）34 項目

を設定 
③ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策を抽出し、その

達成度や進捗を把握し、現状の脆弱性を総合的に分析・評価 
・現状で把握できるデータや施策の進捗状況等を踏まえて分析・評価を行った。 
・施策の達成度を示す「重要業績評価指標（KPI）」を参考値として活用した。 
 

２ 事前に備えるべき目標 

 基本目標を達成するために必要となる、「事前に備えるべき目標」を次のとおり設定した。 
 
いかなる大規模自然災害等が発生しようとも 

① 直接死を最大限防ぐこと 
② 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確

実に確保すること 
③ 必要不可欠な行政機能と情報通信機能・情報サービスを確保すること 
④ 経済活動を機能不全に陥らせないこと 
⑤ 必要最低限のライフライン等を確保するとともに、これらの早期復旧を図ること 
⑥ 重大な二次災害を発生させないこと 
⑦ 地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で再建・回復できる条件を整備すること 
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３ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

※各市町に該当するリスクシナリオは「○」、該当しないもの（地理的な面や地域特性から対象
となる設備・施設がない等）は「−」で表記している。 

事前に備える 
べき目標 

起きてはならない最悪の事態 
（リスクシナリオ） 

つ
が
る
市 

鰺
ἅ
沢
町 

深
浦
町 

１直接死を最大限
防ぐこと 

1-1 地震等による建築物の倒壊や住宅密集地における火災によ
る死傷者の発生 ○ ○ ○ 

1-2 大規模津波等による多数の死傷者の発生 ○ ○ ○ 

1-3 異常気象等による広域的かつ⻑期的な市街地の浸⽔や河川
の大規模氾濫 ○ ○ ○ 

1-4 火山噴火や土砂災害等による多数の死傷者の発生 ○ ○ ○ 

1-5 暴風雪や豪雪による重大事故や交通途絶等に伴う多数の死
傷者の発生 ○ ○ ○ 

1-6 情報伝達の不備、⿇痺、⻑期停⽌や防災意識の低さ等による
避難行動の遅れ等に伴う 多数の死傷者の発生 ○ ○ ○ 

２救助・救急、医療
活動が迅速に行
わ れ る と と も
に、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保すること 

2-1 被災地での食料・飲料⽔・燃料等、生命に関わる物資・エネ
ルギー供給の⻑期停⽌ ○ ○ ○ 

2-2 多数かつ⻑期にわたる孤⽴地域等の同時発生 ○ ○ ○ 

2-3 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等により救助・救急活動
等が実施できない事態 ○ ○ ○ 

2-4 救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の⻑期途絶 ○ ○ ○ 

2-5 想定を超える大量かつ⻑期の帰宅困難者（県外からの来訪客
等）の発生・混乱 ○ ○ ○ 

2-6 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶
による医療機能の⿇痺 ○ ○ ○ 

2-7 被災地における疾病・感染症等の大規模発生 ○ ○ ○ 

2-8 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者
の健康状態の悪化・死者の発生 ○ ○ ○ 

３必要不可欠な行
政機能と情報通
信機能・情報サ
ービスを確保す
ること 

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下 ○ ○ ○ 

3-2 信号機の全面停⽌等による重大交通事故の多発 ○ ○ ○ 

3-3 防災・災害対応に必要な通信インフラ及び情報サービスの⿇
痺・⻑期停⽌ ○ ○ ○ 
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事前に備える 
べき目標 

起きてはならない最悪の事態 
（リスクシナリオ） 

つ
が
る
市 

鰺
ἅ
沢
町 

深
浦
町 

４経済活動を機能
不全に陥らせな
いこと 

4-1 サプライチェーンの寸断等による経済活動の停滞 ○ ○ ○ 

4-2 社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー
供給の停⽌ ○ ○ ○ 

4-3 基幹的交通ネットワーク（陸上・海上）の機能停⽌ ○ ○ ○ 

4-4 食料等の安定供給の停滞 ○ ○ ○ 

５必要最低限のラ
イフライン等を
確保するととも
に、これらの早
期復旧を図るこ
と 

5-1 電気・⽯油・ガス等のエネルギー供給機能の⻑期停⽌ ○ ○ ○ 

5-2 上⽔道等の⻑期間にわたる機能停⽌ ○ ○ ○ 

5-3 汚⽔処理施設等の⻑期間にわたる機能停⽌ ○ ○ ○ 

5-4 鉄道・幹線道路等の基幹インフラや地域交通ネットワークが
分断する事態 ○ ○ ○ 

5-5 防災インフラの⻑期間にわたる機能不全 ○ ○ ○ 

６重大な二次災害
を発生させない
こと 

6-1 ため池、ダム、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全
による二次災害の発生 ○ ○ ○ 

6-2 有害物質の大規模流出・拡散 ○ ○ ○ 

6-3 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 ○ ○ ○ 

７地域社会・経済
が迅速かつ従前
より強靱な姿で
再建・回復でき
る条件を整備す
ること 

7-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が
大幅に遅れる事態 ○ ○ ○ 

7-2 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復
興が大幅に遅れる事態 ○ ○ ○ 

7-3 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が
大幅に遅れる事態 ○ ○ ○ 

7-4 風評被害等による地域経済等への甚大な影響 ○ ○ ○ 
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４ 評価結果の概要 

 脆弱性評価結果の概要は以下のとおりである。 
 なお、市町ごとの評価結果の詳細は別紙「付属資料」に取りまとめている。 

事前に 
備えるべき目標 

起きてはならない 
最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
脆弱性評価（強靱化に向けての課題）の概要 

目標１ 
直接死を最大限
防ぐこと 

1-1 
地震等による建築物
の倒壊や住宅密集地
における火災による
死傷者の発生 

○住宅・病院等の耐震化が必要 
○公共建築物・インフラ施設等の統廃合も含めた中⻑期的な

管理計画の検討が必要 
○社会福祉施設等の耐震化が必要 
○避難路・緊急輸送路の確保が必要 
○住宅用火災警報器の設置率の向上が必要 
○消防設備・装備の拡充や、他地域の消防本部との連携強化等

による消防力の強化が必要 
○自主防災組織、消防団の人材確保が必要 
○指定避難所・指定緊急避難場所の確保・充実が必要 
○避難行動要支援者の支援体制の確⽴・福祉避難所の拡充が

必要 
○防災訓練の推進、防災意識の啓発が必要 
○空き家対策が必要 

1-2 
大規模津波等による
多数の死傷者の発生 

○漁港海岸施設の⽼朽化調査や⻑寿命化計画の策定が必要 
○津波避難計画やハザードマップの適宜見直しが必要 
○指定避難所・指定緊急避難場所の確保・充実が必要 
○避難行動要支援者の支援体制の確⽴が必要 
○福祉避難所の拡充が必要 
○防災訓練の推進、防災意識の啓発が必要 
○地区自主防災組織の活性化が必要 
○津波浸⽔想定区域の普及・啓発が必要 

1-3 
異常気象等による広
域的かつ⻑期的な市
街地の浸⽔や河川の
大規模氾濫 

○河川改修等の治⽔対策が必要 
○ため池・農業⽔利施設等の防災対策が必要 
○洪⽔ハザードマップの適宜見直しが必要 
○国のガイドラインに合わせた避難情報発令基準の見直しが

必要 
○避難行動要支援者の支援体制の確⽴が必要 
○福祉避難所の拡充が必要 
○防災訓練の推進、防災意識の啓発が必要 
○消防設備・装備の拡充や、他地域の消防本部との連携強化等

による消防力の強化が必要 
○地区自主防災組織の活性化が必要 

1-4 
火山噴火や土砂災害
等による多数の死傷
者の発生 

○住⺠への土砂災害ハザードマップの周知、及び土砂災害警
戒情報についての理解促進が必要 

○指定避難所・指定緊急避難場所の確保・充実が必要 
○避難行動要支援者の支援体制の確⽴が必要 
○消防設備・装備の拡充や、他地域の消防本部との連携強化等

による消防力の強化が必要 
○火山防災に対する意識の向上が必要（つがる市・鰺ヶ沢町） 
○自主防災組織、消防団の人材確保が必要 
○自然公園施設の整備・⽼朽化対策が必要 
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事前に 
備えるべき目標 

起きてはならない 
最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
脆弱性評価（強靱化に向けての課題）の概要 

目標１ 
直接死を最大限
防ぐこと 
 

1-5 
暴風雪や豪雪による
重大事故や交通途絶
等に伴う多数の死傷
者の発生 

○地吹雪等による視距不良や交通障害に対する対策が必要
（つがる市） 

○除排雪業者の確保が必要 
○雪下ろし作業中の事故防⽌や、雪片付けのできない高齢者

対策が必要 
○冬季の防災意識の啓発が必要 

1-6 
情報伝達の不備、⿇
痺、⻑期停⽌や防災意
識の低さ等による避
難行動の遅れ等に伴
う多数の死傷者の発
生 

○県・市町村・防災関係機関等との連絡体制の強化が必要 
○住⺠への避難情報等の情報伝達手段の多様化が必要 
○市町管理施設において通信利用環境の整備が必要 
○各学校の危機管理マニュアルの作成・見直しが必要 

目標２ 
救助・救急、医療
活動が迅速に行
わ れ る と と も
に、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保すること 

2-1 
被災地での食料・飲料
⽔・燃料等、生命に関
わる物資・エネルギー
供給の⻑期停⽌ 

○住⺠への家庭内備蓄についての普及啓発が必要 
○緊急輸送道路の復旧、代替の交通手段の確保体制の整備が

必要 
○⻘森県⽯油商業組合との連携体制の維持が必要○食料、飲

料⽔、燃料、医薬品等の供給体制の確保が必要 
○道路・⽔道・港湾施設等の機能強化・⽼朽化対策の推進が必

要 
○災害応援の円滑な受入体制の強化が必要 
○人工呼吸器を使用している難病患者や慢性特定疾病患者等

が継続治療するための情報共有体制の確保が必要 
2-2 
多数かつ⻑期にわた
る孤⽴地域等の同時
発生 

○道路、橋梁等の通行確保対策や緊急輸送道路等の整備、代替
手段の確保が必要 

○孤⽴地域発生時の支援体制の確保が必要 
○緊急輸送道路等の機能強化・⽼朽化対策が必要 

2-3 
自衛隊、警察、消防、
海保等の被災等によ
り救助・救急活動等が
実施できない事態 

○庁舎が津波浸⽔想定区域内であるため、災害対策本部の高
台への設置が必要（深浦町） 

○災害対策本部機能の強化・充実が必要 
○防災関係機関との連携強化や救助活動の体制強化が必要 
○災害応援の円滑な受入体制の強化が必要 
○自主防災組織、消防団の人材確保が必要 
○防災訓練の推進、防災意識の啓発が必要 

2-4 
救助・救急、医療活動
のためのエネルギー
供給の⻑期途絶 

○緊急車両や医療施設、防災ヘリコプターへの燃料供給の確
保が必要 

○緊急輸送道路等の機能強化・⽼朽化対策が必要 
2-5 
想定を超える大量か
つ⻑期の帰宅困難者
（県外からの来訪客
等）の発生・混乱 

○観光客等に対する避難体制の強化が必要 
○食料、飲料⽔、燃料、医薬品等の供給体制の確保が必要 
○外国人観光客等に対する防災情報提供体制の強化が必要 

2-6 
医療施設及び関係者
の絶対的不足・被災、
支援ルートの途絶に
よる医療機能の⿇痺 

○病院施設・社会福祉施設等の耐震化・⽼朽化対策が必要 
○県や医療機関、医師会との連携強化が必要 
○被災者台帳作成の事前準備の促進が必要 
○避難生活における中⻑期的な⼼のケア・健康管理・男⼥のニ

ーズへの配慮を行う体制の構築が必要 
○緊急輸送道路等の機能強化・⽼朽化対策が必要 
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事前に 
備えるべき目標 

起きてはならない 
最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
脆弱性評価（強靱化に向けての課題）の概要 

目標２ 
救助・救急、医療
活動等が迅速に
行われるととも
に、被災者等の
健康・避難生活
環境を確実に確
保すること 

2-7 
被災地における疫病・
感染症等の大規模発
生 

○避難所における衛生環境維持のための体制構築が必要 
○予防接種の促進が必要 
○下⽔道施設の耐震化・⽼朽化対策が必要 

2-8 
劣悪な避難生活環境、
不十分な健康管理に
よる多数の被災者の
健康状態の悪化・死者
の発生 

○県や医療機関、医師会との連携強化が必要 
○社会福祉施設等の耐震化が必要 
○円滑な支援物資輸送体制の整備が必要 
○避難所外避難者の把握等の対策が必要 
○避難生活における中⻑期的な⼼のケア・健康管理・男⼥のニ

ーズへの配慮を行う体制の構築が必要 
○空調設備がない避難所への空調整備が必要 
○要配慮者への支援体制の構築が必要 

目標３ 
必要不可欠な行
政機能と情報通
信機能・情報サ
ービスを確保す
ること 

3-1 
行政機関の職員・施設
等の被災による行政
機能の大幅な低下 

○役場庁舎が使用不能となる場合に備え、代替施設の確保や、
代替庁舎災害対策本部機能の移転訓練の実施が必要 

○非常用電源の整備や、非常通信の体制強化が必要 
○業務継続体制の整備が必要 
○広域連携体制・応援受入体制の構築が必要 

3-2 
信号機の全面停⽌等
による重大交通事故
の多発 

○信号機の非常用電源対策や交通整理体制の構築が必要（警
察本部） 

3-3 
防災・災害対応に必要
な通信インフラ及び
情報サービスの⿇痺・
⻑期停⽌ 

○防災情報ネットワークの操作の習熟、非常通信体制の強化
が必要 

○電気通信・放送事業者の災害予防措置が必要 
○電力・ガス供給事業者の災害予防措置が必要 
○住⺠等への情報伝達手段の多様化が必要 

目標４ 
経済活動を機能
不全に陥らせな
いこと 

4-1 
サプライチェーンの
寸断等による経済活
動の停滞 

○事業継続計画（ＢＣＰ）策定の必要性について普及啓発が必要  
○迅速な道路啓開による交通の確保が必要 
○物流を担う企業・団体との協力体制の強化が必要 
○被災証明を迅速に発行できる体制の整備が必要 
○緊急輸送道路等の機能強化・⽼朽化対策が必要 

4-2 
社会経済活動、サプラ
イチェーンの維持に
必要なエネルギー供
給の停⽌ 

○電力・ガス供給事業者の災害予防措置が必要 
○⻘森県⽯油商業組合との連携体制の維持が必要 
○事業継続計画（ＢＣＰ）策定の必要性について普及啓発が必

要 
○迅速な道路啓開による交通の確保が必要 

4-3 
基幹的交通ネットワ
ーク（陸上・海上・航
空）の機能停⽌ 

○緊急輸送道路等の機能強化・⽼朽化対策が必要 
○迅速な道路啓開による交通の確保が必要 
○漁港・港湾施設の耐震化・⽼朽化対策が必要 

4-4 
食料等の安定供給の
停滞 

○被災した農業者・漁業者への融資制度の情報提供や迅速手
続き実施体制の整備が必要 

○農業者・漁業者の担い手育成による安定した生産体制の確保が必要  
○農業・⽔産施設の⽼朽化対策が必要 
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事前に 
備えるべき目標 

起きてはならない 
最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
脆弱性評価（強靱化に向けての課題）の概要 

目標５ 
必要最低限のラ
イフライン等を
確保するととも
に、これらの早
期復旧を図るこ
と 

5-1 
電気・⽯油・ガス等の
エネルギー供給機能
の⻑期停⽌ 

○電力・ガス供給事業者の災害予防措置が必要 
○緊急輸送道路等の機能強化・⽼朽化対策が必要 
○燃料供給体制の構築が必要 
○再生可能エネルギーの導入促進が必要 
○迅速な道路啓開による交通の確保が必要 

5-2 
⽔道等の⻑期間にわ
たる機能停⽌ 

○⽔道施設の耐震化・⽼朽化対策が必要 
○⽔道事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・訓練実施が必要  

5-3 
汚⽔処理施設等の⻑
期間にわたる機能停
⽌ 

○下⽔道施設の地震対策が必要 
○避難所におけるトイレ機能の確保が必要 
○単独処理浄化槽から合併浄化槽への転換の促進が必要 

5-4 
鉄道・幹線道路等の基
幹インフラや地域交
通ネットワークが分
断する事態 

○災害時の交通手段の確保について、３市町の連携した取組が必要  
○緊急輸送道路等の機能強化・⽼朽化対策が必要 
○迅速な道路啓開による交通の確保が必要 
○鉄道事業者との情報共有が必要 

5-5 
防災インフラの⻑期
間にわたる機能不全 

○病院施設・社会福祉施設等の耐震化・⽼朽化対策が必要 
○公共建築物・インフラ施設等の統廃合も含めた中⻑期的な

管理計画の検討が必要 
○緊急輸送道路等の機能強化・⽼朽化対策が必要 
○農業⽔利施設等の⽼朽化、豪雨・地震対策が必要 
○⽔道・下⽔道施設の地震対策・⽼朽化対策が必要 

目標６ 
重大な二次災害
を発生させない
こと 

6-1 
ため池、ダム、防災イ
ンフラ、天然ダム等の
損壊・機能不全による
二次災害の発生 

○ため池・調整池の地震対策が必要 
○防災重点農業用ため池の防災・減災対策が必要 
○砂防関係施設等の整備・⽼朽化対策が必要 
○河道閉塞（天然ダム）が発生した場合の連絡体制の整備等の

対策が必要 
6-2 
有害物質の大規模流
出・拡散 

○有害物質取扱施設に対する保安体制の整備促進が必要 
○坑廃⽔処理関係施設の防災機能の強化が必要 
○有害物質の流出・拡散時の迅速な情報把握及び早期対応体

制の構築が必要 

6-3 
農地・森林等の荒廃に
よる被害の拡大 

○担い手への農地集積等による農地利用の最適化が必要 
○森林整備の必要性について普及啓発活動の強化が必要 
○農業・⽔産施設の⽼朽化対策が必要 
○森林の計画的な保全管理が必要 
○自然公園施設の整備・⽼朽化対策が必要 

目標７ 
地域社会・経済
が迅速かつ従前
より強靱な姿で
再建・回復でき
る条件を整備す
ること 

7-1 
大量に発生する災害
廃棄物の処理の停滞
により復旧・復興が大
幅に遅れる事態 

○災害廃棄物処理処理体制の整備が必要 
○家庭系災害廃棄物や農林⽔産業に係る災害廃棄物の処理に

関連する事業者・団体との連携体制の強化が必要 
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事前に 

備えるべき目標 
起きてはならない 

最悪の事態 
（リスクシナリオ） 

脆弱性評価（強靱化に向けての課題）の概要 

目標７ 
地域社会・経済
が迅速かつ従前
より強靱な姿で
再建・回復でき
る条件を整備す
ること 

7-2 
道路啓開等の復旧・復
興を担う人材等の不
足により復旧・復興が
大幅に遅れる事態 

○防災ボランティア・災害応援の受入体制の構築が必要 
○自主防災組織、消防団の人材確保が必要 
○被害認定調査等の迅速な実施体制の確保が必要 

7-3 
地域コミュニティの
崩壊、治安の悪化等に
より復旧・復興が大幅
に遅れる事態 

○応急仮設住宅の供給体制の確保が必要 
○地域コミュニティの強化が必要 
○消防団の人材確保が必要 
○⻲ヶ岡遺跡・⽥⼩屋野⾙塚の整備、防災対策が必要（つがる

市） 
7-4 
風評被害等による地
域経済等への甚大な
影響 

○正確かつ速やかな情報発信を行う体制の構築が必要 
○安全・安⼼な生産システムの構築が必要 
○風評被害根絶のため、情報発信・連携体制の平時からの構築

が必要 
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第５章 強靱化の推進方針                     
 
１ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）ごとの対応方策（概要） 

 前節の脆弱性評価（強靱化に向けての課題）の結果を踏まえた圏域３市町における強靱化の
推進方針は以下のとおりである。 
 なお、市町毎の強靱化の推進方針の詳細は別紙「付属資料」に取りまとめている。 
 

対応方策一覧 
事前に備えるべき目標 
 １ 直接死を最大限防ぐこと 
リスクシナリオ 
 １−１ 地震等による建築物の倒壊や住宅密集地における火災による死傷者の発生 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 地震等による建築物の倒壊や住宅密集地における火災による死傷者の発生を防ぐため、建築物の
耐震化や⽼朽化対策の推進、幹線道路や緊急輸送道路等の整備・機能強化を図るとともに、住⺠の
避難場所の確保や避難行動要支援者の支援体制構築、消防団の充実、自主防災組織の設立・活性化
支援等、空き家対策、地域防災力の向上を図る。 
【住宅・病院・学校等の耐震化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
住宅・建築物の耐震化による地震対策 ○ ○ ○ 
大規模建築物の耐震化 ○ ○ ○ 
⽼朽化した公営住宅の建替による防災・減災対策 ○ ○ ○ 
病院施設の耐震化・⽼朽化対策 ○ ○ ○ 
社会福祉施設等の耐震化 ○ ○ ○ 
公立学校施設等の耐震化・⽼朽化対策 ○ ○ ○ 
私立学校（児童福祉施設）の耐震化 ○ ○ ○ 
建築物等からの二次災害防止対策 ○ ○ ○ 
ブロック塀等の安全対策 ○ ○ ○ 
学校施設等の非構造部材の耐震化 ○ ○ ○ 
文化財の防災対策の推進 ○ ○ ○ 
【公共建築物・防災施設等の耐震化・⽼朽化対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
公共建築物・インフラ施設の耐震化・⽼朽化対策 ○ ○ ○ 
役場庁舎、消防本部庁舎等の耐震化・⽼朽化対策 ○ ○ ○ 
港湾・漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化等の対策 ○ ○ ○ 
防災重点農業用ため池の防災・減災対策 ○ ○ ○ 
【市街地の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
都市公園における防災・⽼朽化対策 ○ ○ ○ 
災害に強い市街地形成に関する対策 ○ ○ ○ 
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幹線街路の整備 ○ ○ ○ 
大規模盛土造成地等の耐震化に向けた対策 ○ ○ ○ 
市街地等の緊急輸送道路における無電柱化対策 ○ ○ ○ 
【道路施設の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
緊急輸送道路の機能強化・⽼朽化対策 ○ ○ ○ 
緊急輸送道路以外の道路の機能強化・⽼朽化対策 ○ ○ ○ 
市・町管理農道・林道の機能保全・⽼朽化対策 ○ ○ ○ 
【鉄道施設の耐災害性の確保・体制の整備】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
鉄道施設の耐災害性の確保・体制の整備 
                ※県・事業者が主体の取組 

○ ○ ○ 

【空き家対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
空き家対策 ○ ○ ○ 
【防火対策・消防力強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
防火対策 ○ ○ ○ 
消防力の強化 ○ ○ ○ 
消防団の充実 ○ ○ ○ 
防災ヘリコプター等の活動の確保    ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
ドローン等のデジタル技術の活用 ○ ○ ○ 
【避難場所の指定・確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
指定緊急避難場所及び指定避難所の指定 ○ ○ ○ 
福祉避難所の確保 ○ ○ ○ 
福祉避難所の開設・運営マニュアルの作成 ○ ○ ○ 
防災公共の推進 ○ ○ ○ 
福祉施設・学校施設等の安全対策 ○ ○ ○ 
【避難行動支援】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
避難行動要支援者名簿の更新 ○ ○ ○ 
避難行動要支援者名簿の活用 ○ ○ ○ 
【防災意識の啓発・地域防災力の向上】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
自主防災組織の設立・活性化支援 ○ ○ ○ 
防災意識の啓発 ○ ○ ○ 
防災訓練の推進 ○ ○ ○ 
地区防災計画策定の推進 ○ ○ ○ 
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事前に備えるべき目標 
 １ 直接死を最大限防ぐこと 
リスクシナリオ 
 １−２ 大規模津波等による多数の死傷者の発生 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 大規模津波等による多数の死傷者の発生を防ぐため、津波防災施設等の整備や⽼朽化対策を推進
するとともに、警戒・避難体制の整備や住⺠の避難場所の確保、避難行動要支援者の支援体制の強
化、救助活動を実施する消防力の向上、ハザードマップによる住⺠の防災意識の向上を図る。 
【津波防災施設の整備】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
海岸保全施設の⽼朽化対策       ※県が主体の取組 − ○ ○ 
海岸陸閘の管理体制の強化       ※県が主体の取組 − ○ ○ 
流域治水対策（海岸）         ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
【河川・海岸施設の耐震化・⽼朽化対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
河川関連施設の耐震化・⽼朽化対策   ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
【警戒避難体制の整備】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
津波ハザードマップ及び津波避難計画の改訂 ○ ○ ○ 
漁船避難ルールづくりの促進 ○ ○ ○ 
【避難場所の指定・確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
指定緊急避難場所及び指定避難所の指定（再掲） ○ ○ ○ 
福祉避難所の確保（再掲） ○ ○ ○ 
福祉避難所の開設・運営マニュアルの作成 ○ ○ ○ 
防災公共の推進（再掲） ○ ○ ○ 
福祉施設・学校施設等の安全対策（再掲） ○ ○ ○ 
都市公園における防災・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
【避難行動支援】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
避難行動要支援者名簿の更新（再掲） ○ ○ ○ 
避難行動要支援者名簿の活用（再掲） ○ ○ ○ 
【消防力の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
消防力の強化（再掲） ○ ○ ○ 
消防団の充実（再掲） ○ ○ ○ 
消防団員の安全確保 ○ ○ ○ 
ドローン等のデジタル技術の活用（再掲） ○ ○ ○ 
【防災意識の啓発・地域防災力の向上】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
自主防災組織の設立・活性化支援（再掲） ○ ○ ○ 
防災意識の啓発（再掲） ○ ○ ○ 
防災訓練の推進（再掲） ○ ○ ○ 
地区防災計画策定の推進（再掲） ○ ○ ○ 
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【津波防災地域づくりの推進】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
津波防災地域づくりの推進 ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 １ 直接死を最大限防ぐこと 
リスクシナリオ 
 １−３ 異常気象等による広域的かつ⻑期的な市街地の浸水や河川の大規模氾濫 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 広域的かつ⻑期的な市街地等の浸水や河川の大規模氾濫による被害の発生を防ぐため、河川・ダ
ム施設・ため池等の防災対策の推進、警戒・避難体制の整備や住⺠の避難場所の確保、救助活動を実
施する消防力の向上、ハザードマップによる防災意識の向上等を図る。 
【河川改修等の治水対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
河川改修等の治水対策 ○ ○ ○ 
【河川・ダム施設等の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
河川関連施設の耐震化・⽼朽化対策（再掲）※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
内水危険箇所の被害防止対策 ○ ○ ○ 
ため池・調整池の防災対策 ○ ○ ○ 
農業水利施設等の⽼朽化、豪雨・地震対策 ○ ○ ○ 
流域治水対策（海岸）（再掲）       ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
流域治水対策（農業水利施設の整備） ○ ○ ○ 
流域治水対策（水田貯留機能向上） ○ ○ ○ 
【警戒避難体制の整備】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
洪水ハザードマップの作成 ○ ○ ○ 
内水ハザードマップの作成 ○ ○ ○ 
高潮浸水想定区域の指定        ※県が主体の取組 − − ○ 
避難情報発令体制の整備 ○ ○ ○ 
避難情報発令基準の見直し ○ ○ ○ 
住⺠等への情報伝達⼿段の多様化 ○ ○ ○ 
県・市・町・防災関係機関における情報伝達 ○ ○ ○ 
【避難場所の指定・確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
指定緊急避難場所及び指定避難所の指定（再掲） ○ ○ ○ 
福祉避難所の確保（再掲） ○ ○ ○ 
防災公共の推進（再掲） ○ ○ ○ 
福祉施設・学校施設等の安全対策（再掲） ○ ○ ○ 
都市公園における防災・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
【避難行動支援】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
避難行動要支援者名簿の更新（再掲） ○ ○ ○ 
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避難行動要支援者名簿の活用（再掲） ○ ○ ○ 
【消防力の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
消防力の強化（再掲） ○ ○ ○ 
消防団の充実（再掲） ○ ○ ○ 
ドローン等のデジタル技術の活用（再掲） ○ ○ ○ 
【防災意識の啓発・地域防災力の向上】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
水防災意識社会再構築ビジョンの取組 ○ ○ ○ 
防災意識の啓発（再掲） ○ ○ ○ 
地区防災計画策定の推進（再掲） ○ ○ ○ 
水防団の充実強化           ※県が主体の取組 − − ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 １ 直接死を最大限防ぐこと 
リスクシナリオ 
 １−４ 火山噴火や土砂災害等による多数の死傷者の発生 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 火山噴火や土砂災害等による多数の死傷者の発生及び県土の脆弱性が高まる事態を防ぐため、警
戒避難体制の整備や登山者等の安全対策の推進、避難場所の確保を推進するとともに、ハザードマ
ップによる住⺠の防災意識の向上等を図る。 
【警戒避難体制の整備（土砂災害）】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
土砂災害ハザードマップの作成・公表 ○ ○ ○ 
避難情報発令及び自主避難のための情報提供 ○ ○ ○ 
【土砂災害対策施設の整備・⽼朽化対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
砂防関係施設の整備          ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
砂防関係施設の⽼朽化対策       ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
【農山村地域における防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
農山村地域における防災対策 ○ ○ ○ 
ため池・調整池の防災対策（再掲） ○ ○ ○ 
山地災害危険地区等における治山対策 ○ ○ ○ 
山地災害危険地区等における森林整備対策 ○ ○ ○ 
【警戒避難体制の整備（火山噴火）】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
十和田の警戒避難態勢の整備 ○ − − 
岩木山の警戒避難態勢の整備 − ○ − 
【登山者等の安全対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
登山者等の安全対策 − ○ − 
自然公園施設の整備・⽼朽化対策     ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
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【避難場所の指定・確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
指定緊急避難場所及び指定避難所の指定（再掲） ○ ○ ○ 
福祉避難所の確保（再掲） ○ ○ ○ 
福祉避難所の開設・運営マニュアルの作成（再掲） ○ ○ ○ 
防災公共の推進（再掲） ○ ○ ○ 
福祉施設・学校施設等の安全対策（再掲） ○ ○ ○ 
都市公園における防災・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
情報通信利用環境の強化 ○ ○ ○ 
【避難行動支援】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
避難行動要支援者名簿の更新（再掲） ○ ○ ○ 
避難行動要支援者名簿の活用（再掲） ○ ○ ○ 
【消防力の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
消防力の強化（再掲） ○ ○ ○ 
消防団の充実（再掲） ○ ○ ○ 
ドローン等のデジタル技術の活用（再掲） ○ ○ ○ 
【防災意識の啓発・地域防災力の向上】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
土砂災害に対する防災意識の啓発 ○ ○ ○ 
火山に対する防災意識の啓発 − ○ − 
自主防災組織の設立・活性化支援（再掲） ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 １ 直接死を最大限防ぐこと 
リスクシナリオ 
 １−５ 暴風雪や豪雪による重大事故や交通途絶等に伴う多数の死傷者の発生 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 暴風雪や豪雪による重大事故や交通途絶等に伴う多数の死傷者の発生を防ぐため、防雪施設の整
備や除排雪体制の強化や、代替え交通⼿段の確保を推進するとともに、広報・ホームページによる
冬季の防災意識の啓発を図る。 
【防雪施設の整備】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
防雪施設の整備 ○ ○ ○ 
【道路交通の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
除排雪体制の強化 ○ ○ ○ 
立往生車両の未然防止         ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
【代替交通⼿段の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
代替交通⼿段の確保 ○ ○ ○ 
【情報通信の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
情報通信利用環境の強化（再掲） ○ ○ ○ 



第５章 強靱化の推進方針 

31 

【防災意識の啓発・地域防災力の向上】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
冬季の防災意識の啓発 ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 １ 直接死を最大限防ぐこと 
リスクシナリオ 
 １−６ 情報伝達の不備、⿇痺、⻑期停止や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等に伴

う多数の死傷者の発生 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 情報伝達の不備等に起因した避難行動の遅れ等による多数の死傷者の発生を防ぐため、行政機関
における情報連絡体制や住⺠等への情報提供⼿段の強化を推進するとともに、住⺠の防災意識の向
上や防災教育の推進等を図る。 
【行政情報連絡体制の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
県・市・町・防災関係機関における情報伝達（再掲） ○ ○ ○ 
【住⺠等への情報伝達の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
住⺠等への情報伝達⼿段の多様化（再掲） ○ ○ ○ 
情報通信利用環境の強化（再掲） ○ ○ ○ 
障がい者等に対する避難情報伝達 ○ ○ ○ 
外国人観光客等に対する防災情報提供体制の強化 ○ ○ ○ 
【防災意識の啓発・地域防災力の向上】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
防災意識の啓発（再掲） ○ ○ ○ 
防災情報の入⼿に関する普及啓発 ○ ○ ○ 
地区防災計画策定の推進（再掲） ○ ○ ○ 
【防災教育の推進・学校防災体制の確立】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
防災教育の推進 ○ ○ ○ 
学校防災体制の確立 ○ ○ ○ 
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事前に備えるべき目標 
 ２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確

実に確保すること 
リスクシナリオ 
 ２−１ 被災地での食料・飲料水・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の⻑期停止 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 被災地での食料・飲料水・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の⻑期停止を防ぐため、支
援物資等の供給体制の確保や水道施設・物流関連施設の防災対策の推進を図る。 
【支援物資供給体制の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
非常物資の備蓄 ○ ○ ○ 
災害発生時の物流インフラの確保 ○ ○ ○ 
石油燃料供給の確保 ○ ○ ○ 
避難所等への燃料供給の確保 ○ ○ ○ 
避難所における水等の確保 ○ ○ ○ 
被災地応援の受入体制の構築 ○ ○ ○ 
救援物資等の受援体制の構築 ○ ○ ○ 
要配慮者（難病疾患等）への医療的支援 ○ ○ ○ 
災害用医薬品等の確保 ○ ○ ○ 
【水道施設の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
水道施設の耐震化・⽼朽化対策 ○ ○ ○ 
応急給水資機材の整備 ○ ○ ○ 
水道施設の応急対策 ○ ○ ○ 
【道路施設の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
緊急輸送道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
緊急輸送道路以外の道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
市・町管理農道・林道の機能保全・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
道路における障害物の除去 ○ ○ ○ 
【鉄道施設の耐災害性の確保・体制の整備】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
鉄道施設の耐災害性の確保・体制の整備（再掲） 
                ※県・事業者が主体の取組 

○ ○ ○ 

【港湾・漁港の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
港湾・漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化等の対策（再掲） ○ ○ ○ 
【食料生産体制の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
食料生産体制の強化 ○ ○ ○ 
流域治水対策（農業水利施設の整備）（再掲） ○ ○ ○ 
農業・水産施設等の⽼朽化、豪雨、地震対策 ○ ○ ○ 
園芸地事業継続対策 ○ ○ ○ 
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【河川・ダム施設等の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
流域治水対策（海岸）（再掲）       ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確
実に確保すること 
リスクシナリオ 
 ２−２ 多数かつ⻑期にわたる孤立地域等の同時発生 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 多数かつ⻑期にわたる孤立地域等の同時発生を防ぐため、孤立するおそれのある地域への支援体
制の構築や、代替え交通・輸送⼿段の確保、道路施設の防災対策を図る。 
【地域の孤立防止対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
地域の孤立防止対策 ○ ○ ○ 
【孤立地域発生時の支援体制の構築】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
孤立地域発生時の支援体制の確保 ○ ○ ○ 
【代替交通・輸送⼿段の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
代替交通⼿段の確保（再掲） ○ ○ ○ 
代替輸送⼿段の確保 ○ ○ ○ 
【防災ヘリコプターの運航の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
防災ヘリコプターの連携体制の確立   ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
防災ヘリコプター等の活動の確保（再掲）※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
【情報通信の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
情報通信利用環境の強化（再掲） ○ ○ ○ 
【道路施設の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
緊急輸送道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
緊急輸送道路以外の道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
市・町管理農道・林道の機能保全・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
道路における障害物の除去（再掲） ○ ○ ○ 
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事前に備えるべき目標 
 ２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確
実に確保すること 
リスクシナリオ 
 ２−３ 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等により救助・救急活動等が実施できない事態 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 自衛隊、警察、海保等の被災により救助・救急活動等が実施できない事態を防ぐため、防災関連施
設や公共施設の耐震化・⽼朽化対策の推進、防災関係機関の連携強化、災害応援・救援物資等の受入
体制の確保、防災訓練の推進や自主防災組織の活性化による地域防災力の向上等を図る。 
【防災関連施設の耐震化・⽼朽化対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
役場庁舎、消防本部庁舎等の耐震化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
【災害対策本部等機能の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
災害対策本部機能の強化 ○ ○ ○ 
【関係機関の連携強化・防災訓練の推進】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
災害発生時の緊急消防援助隊の連携強化 ○ ○ ○ 
防災航空隊への航空支援 ○ ○ ○ 
医療従事者確保に係る連携体制 ○ ○ ○ 
総合防災訓練の実施 ○ ○ ○ 
図上訓練の実施 ○ ○ ○ 
【救急・救助活動の体制強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
消防力の強化（再掲） ○ ○ ○ 
消防団の充実（再掲） ○ ○ ○ 
救急・救助活動等の体制強化 ○ ○ ○ 
【支援物資等の供給体制の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
被災地応援の受入体制の構築（再掲） ○ ○ ○ 
救援物資等の受援体制の構築（再掲） ○ ○ ○ 
【防災意識の啓発・地域防災力の向上】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
防災意識の啓発（再掲） ○ ○ ○ 
防災訓練の推進（再掲） ○ ○ ○ 
自主防災組織の設立・活性化支援（再掲） ○ ○ ○ 
地区防災計画策定の推進（再掲） ○ ○ ○ 
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事前に備えるべき目標 
 ２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確
実に確保すること 
リスクシナリオ 
 ２−４ 救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の⻑期途絶 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の⻑期途絶を防ぐため、緊急車両・病院・防災ヘリ
に対する燃料供給の確保、緊急輸送道路等の機能強化・⽼朽化対策、道路施設の防災対策の推進を
図る。 
【緊急車両・災害拠点病院に対する燃料の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
石油燃料供給の確保（再掲） ○ ○ ○ 
緊急車両等への燃料供給の確保 ○ ○ ○ 
医療施設の燃料等確保 ○ ○ ○ 
【防災ヘリ・ドクターヘリの燃料の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
防災ヘリコプターの燃料確保      ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
【道路施設の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
緊急輸送道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
緊急輸送道路以外の道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
市・町管理農道・林道の機能保全・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
道路における障害物の除去（再掲） ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確
実に確保すること 
リスクシナリオ 
 ２−５ 想定を超える大量かつ⻑期の帰宅困難者（県外からの来訪客等）の発生・混乱 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 祭り期間中の災害発生等により、多数の県外来訪客等が避難できない事態や、避難生活が⻑期に
わたること等の発生により水・食料等の供給が不足する等の混乱を防ぐため、避難場所や支援物資
の供給を確保する。 
 また、外国人観光客等に対する情報提供体制強化等を図る。 
【帰宅困難者の避難体制の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
観光客の避難体制の強化       ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
観光客等に対する避難所等の確保 ○ ○ ○ 
【支援物資等の供給体制の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
非常物資の備蓄（再掲） ○ ○ ○ 
応急給水資機材の整備（再掲） ○ ○ ○ 
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被災地応援の受入体制の構築（再掲） ○ ○ ○ 
救援物資等の受援体制の構築（再掲） ○ ○ ○ 
【情報伝達の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
外国人観光客等に対する防災情報提供体制の強化（再掲） ○ ○ ○ 
交通規制等の交通情報提供       ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確
実に確保すること 
リスクシナリオ 
 ２−６ 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療機能の⿇痺 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶等による医療機能の⿇痺を防ぐため、
病院施設や社会福祉施設等の耐震化を推進、災害発生時における医療提供体制の構築や要配慮者へ
の支援体制の強化及び道路施設の防災対策の推進を図る。 
【病院・福祉施設等の耐震化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
病院施設の耐震化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
社会福祉施設等の耐震化（再掲） ○ ○ ○ 
【災害発生時における医療提供体制の構築】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
災害時医療の連携体制 ○ ○ ○ 
医療従事者確保に係る連携体制（再掲） ○ ○ ○ 
お薬⼿帳の利用啓発 ○ ○ ○ 
【防災ヘリコプターの運行の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
防災ヘリコプターの連携体制の確立（再掲）県が主体の取組 ○ ○ ○ 
【避難者の健康対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
避難所外避難者の把握等の対策 ○ ○ ○ 
⻑期間にわたる避難生活対策 ○ ○ ○ 
【要配慮者等への支援】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
要配慮者等への支援 ○ ○ ○ 
男女のニーズの違い等に配慮した支援 ○ ○ ○ 
心のケア体制の確保 ○ ○ ○ 
児童生徒の心のサポート ○ ○ ○ 
外国人観光客等に対する防災情報提供体制の強化（再掲） ○ ○ ○ 
動物救護対策 ○ ○ ○ 
【道路施設の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
緊急輸送道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
緊急輸送道路以外の道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
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市・町管理農道・林道の機能保全・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
道路における障害物の除去（再掲） ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確
実に確保すること 
リスクシナリオ 
 ２−７ 被災地における疾病・感染症等の大規模発生 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 被災地における疾病・感染症等の大規模発生を防ぐため、避難所における良好な生活環境の確保
や平時における予防接種等を推進するとともに、下水道施設の機能確保等を推進する。 
【感染症対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
避難所における衛生環境の維持 ○ ○ ○ 
感染症への意識向上及び対応策の整備 ○ ○ ○ 
予防接種の促進 ○ ○ ○ 
【下水道施設の機能確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
下水道施設の地震対策 ○ ○ ○ 
農業・漁業集落排水施設等の耐震化・⽼朽化対策 ○ ○ ○ 
農業集落排水施設等の耐災害性の確保 ○ ○ ○ 
下水道事業の業務継続計画の策定 ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確
実に確保すること 
リスクシナリオ 
 ２−８ 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死

者の発生 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発生を防
ぐため、非常物資の備蓄、避難者の健康対策、要配慮者への支援及び保健医療の連携強化等を図る。 
【住宅・病院・学校等の耐震化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
住宅・建築物の耐震化による地震対策（再掲） ○ ○ ○ 
⽼朽化した公営住宅の建替による防災・減災対策（再掲） ○ ○ ○ 
病院施設の耐震化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
社会福祉施設等の耐震化（再掲） ○ ○ ○ 
公立学校施設等の耐震化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
私立学校（児童福祉施設）の耐震化（再掲） ○ ○ ○ 
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【避難場所の指定・確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
指定緊急避難場所及び指定避難所の指定（再掲） ○ ○ ○ 
福祉避難所の開設・運営マニュアルの作成（再掲） ○ ○ ○ 
防災公共の推進（再掲） ○ ○ ○ 
福祉施設・学校施設等の安全対策（再掲） ○ ○ ○ 
【支援物資等の供給体制の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
非常物資の備蓄（再掲） ○ ○ ○ 
要配慮者（難病疾患等）への医療的支援（再掲） 

※県が主体の取組 
○ ○ ○ 

災害用医薬品等の確保（再掲）     ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
避難所における水等の確保（再掲） ○ ○ ○ 
【災害発生時における医療提供体制の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
災害時医療の連携体制（再掲） ○ ○ ○ 
お薬⼿帳の利用啓発（再掲） ○ ○ ○ 
保健医療の連携体制          ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
応急⼿当等の普及啓発         ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
医療機関における水源の確保      ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
【避難者の健康対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
避難所外避難者の把握等の対策（再掲） ○ ○ ○ 
⻑期間にわたる避難生活対策（再掲）  ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
【要配慮者への支援】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
要配慮者等への支援（再掲） ○ ○ ○ 
男女のニーズの違い等に配慮した支援（再掲） ○ ○ ○ 
心のケア体制の確保（再掲） ○ ○ ○ 
児童生徒の心のサポート（再掲） ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ３ 必要不可欠な行政機能と情報通信機能・情報サービスを確保すること 
リスクシナリオ 
 ３−１ 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下を防ぐため、防災関連施設・公共施
設・インフラ施設等の耐震化・⽼朽化対策、庁舎等における機能の確保、行政情報通信基盤の耐災害
性の強化、行政機関の業務継続計画の策定、受援・連携体制の構築等を図る。 
【災害対応庁舎等における機能の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
公共建築物・インフラ施設の耐震化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
役場庁舎、消防本部庁舎等の耐震化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
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代替庁舎の確保・災害警備本部機能の移転訓練 ○ − ○
行政施設の非常用電源の整備 ○ ○ ○
【行政情報通信基盤の耐災害性の強化】
県・市・町・防災関係機関における情報伝達（再掲） ○ ○ ○
行政情報通信基盤の耐災害性の強化 ○ ○ ○
行政情報の災害対策 ○ ○ ○
【行政機関の業務継続計画の策定】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町
業務継続計画の策定 ○ ○ ○
【災害対策本部等機能の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町
災害対策本部機能の強化（再掲） ○ ○ ○
【受援・連携体制の構築】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町
広域連携体制の構築 ○ ○ ○
被災地応援の受入体制の構築（再掲） ○ ○ ○
【総合防災訓練の推進】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町
総合防災訓練の実施（再掲） ○ ○ ○
図上訓練の実施（再掲） ○ ○ ○

事前に備えるべき目標
３ 必要不可欠な行政機能と情報通信機能・情報サービスを確保すること

リスクシナリオ
３−２ 信号機の全面停止による重大交通事故の多発

リスクシナリオを回避するための対応方策の概要
信号機の全面停止等による重大交通事故の多発を防ぐため、信号機の⽼朽化対策や非常用電源対

策、交通整理体制の構築を図る。（警察本部主体の取組）
【災害に備えた道路交通環境の整備】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町
災害発生時の交通整理体制の構築  ※警察本部主体の取組 ○ ○ ○
信号機の非常用電源対策 ※警察本部主体の取組 ○ ○ ○
信号機の⽼朽化対策 ※警察本部主体の取組 ○ ○ ○
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事前に備えるべき目標 
 ３ 必要不可欠な行政機能と情報通信機能・情報サービスを確保すること 
リスクシナリオ 
 ３−３ 防災・災害対応に必要な通信インフラ及び情報サービスの⿇痺・機能停止 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 防災・災害対応に必要な通信インフラの⿇痺・機能停止を防ぐため、行政情報通信基盤の耐災
害性の強化や非常用電源の整備等を図る。 
 また、住⺠等へ避難指⽰等を迅速・的確に伝達するため、防災無線、広報車、緊急速報メール等の
多様な伝達⼿段の確保を図る。 
【情報通信基盤の耐災害性の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
電気通信事業者・放送事業者の災害対策 ○ ○ ○ 
県・市・町・防災関係機関における情報伝達（再掲） ○ ○ ○ 
総合防災訓練の実施（再掲） ○ ○ ○ 
【電力の供給停止対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
エネルギー供給事業者の災害対策 ○ ○ ○ 
行政施設の非常用電源の整備（再掲） ○ ○ ○ 
【住⺠等への情報伝達の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
住⺠等への情報伝達⼿段の多様化（再掲） ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ４ 経済活動を機能不全に陥らせないこと 
リスクシナリオ 
 ４−１ サプライチェーンの寸断等による経済活動の停滞 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 サプライチェーンの寸断等による経済活動の停滞を防ぐため、企業におけるＢＣＰ計画作成の促
進や物流機能の確保、道路施設・港湾漁港施設の防災対策の推進を図る。 
【企業における業務継続体制の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
企業の業務継続計画作成の促進 ○ ○ ○ 
【農林水産物の移出・流通対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
農林水産物の移出・流通対策 ○ ○ ○ 
【物流機能の維持・確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
災害発生時の物流機能の確保 ○ ○ ○ 
輸送ルートの代替性の確保 ○ ○ ○ 
【被災企業の金融支援】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
被災企業への金融支援等 ○ ○ ○ 
【人材育成を通じた産業の体質強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
人材育成を通じた産業の体質強化    ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
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【道路施設の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
緊急輸送道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
緊急輸送道路以外の道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
市・町管理農道・林道の機能保全・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
道路における障害物の除去（再掲） ○ ○ ○ 
【鉄道施設の耐災害性の確保・体制の整備】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
鉄道施設の耐災害性の確保・体制の整備（再掲） 
                ※県・事業者が主体の取組 

○ ○ ○ 

【港湾・漁港の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
港湾・漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化等の対策（再掲） ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ４ 経済活動を機能不全に陥らせないこと 
リスクシナリオ 
 ４−２ 社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止を防ぐため、エネルギー
供給事業者との連携強化や石油燃料供給体制の構築、道路施設の防災対策の推進を図る。 
【エネルギー供給体制の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
エネルギー供給事業者の災害対策（再掲） ○ ○ ○ 
石油燃料供給の確保（再掲） ○ ○ ○ 
【企業における業務継続体制の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
企業の業務継続計画作成の促進（再掲） ○ ○ ○ 
【道路施設の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
緊急輸送道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
緊急輸送道路以外の道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
市・町管理農道・林道の機能保全・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
道路における障害物の除去（再掲） ○ ○ ○ 
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事前に備えるべき目標 
 ４ 経済活動を機能不全に陥らせないこと 
リスクシナリオ 
 ４−３ 基幹的交通ネットワーク（陸上・海上）の機能停止 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 基幹的交通ネットワークの機能停止を防ぐため、道路、鉄道、港湾・漁港施設の防災対策の強化を
図るとともに、一般国道 101 号柏浮田道路の早期完成が図られるよう関係機関へ協力する。 
【道路施設の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
緊急輸送道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
緊急輸送道路以外の道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
市・町管理農道・林道の機能保全・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
道路における障害物の除去（再掲） ○ ○ ○ 
幹線街路の整備（再掲） ○ ○ ○ 
【基幹的道路交通ネットワークの形成】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
基幹的道路交通ネットワークの形成  ※国・県が主体の取組 ○ ○ ○ 
【鉄道施設の耐災害性の確保・体制の整備】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
鉄道施設の耐災害性の確保・体制の整備（再掲） 
                ※県・事業者が主体の取組 

○ ○ ○ 

【港湾・漁港の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
港湾・漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化等の対策（再掲） ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ４ 経済活動を機能不全に陥らせないこと 
リスクシナリオ 
 ４−4 食料等の安定供給の停滞 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 食料等の安定供給の停滞を防ぐため、食糧流通機能の維持・確保や地元食料品の生産・供給体制
の強化を推進する。 
【被災農林漁業者の金融支援】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
被災農林漁業者への金融支援 ○ ○ ○ 
【食糧流通機能の維持・確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
卸売市場の防災減災対策 ○ ○ ○ 
【荒廃農地の発生防止・利用促進】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
農作物生産に必要な施設・機械等の整備対策 ○ ○ ○ 
【県産食料品の生産・供給体制の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
食料生産体制の強化（再掲） ○ ○ ○ 
多様なニーズに対応した県産品づくり ○ ○ ○ 
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県産食料品の供給を支える人づくり ○ ○ ○ 
流域治水対策（農業水利施設の整備）（再掲）※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
園芸産地事業継続対策（再掲） ○ ○ ○ 
農業・水産施設等の⽼朽化、豪雨・地震対策（再掲） ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ５ 必要最低限のライフライン等を確保するとともに、これらの早期復旧を図ること 
リスクシナリオ 
 ５−１ 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の⻑期停止 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の⻑期停止を防ぐため、エネルギー供給事業者の災害
対策や石油製品の安定供給体制の構築を推進するとともに、再生可能エネルギーの導入促進等を図
る。 
【エネルギー供給体制の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
エネルギー供給事業者の災害対策（再掲） ○ ○ ○ 
ガス供給施設の⽼朽化対策     ※事業者が主体の取組 ○ − − 
避難所等への燃料供給の確保（再掲） ○ ○ ○ 
企業の業務継続計画作成の促進（再掲） ○ ○ ○ 
石油燃料供給の確保（再掲） ○ ○ ○ 
【再生可能エネルギーの導入促進】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
再生可能エネルギーの導入 ○ ○ ○ 
【道路施設の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
緊急輸送道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
緊急輸送道路以外の道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
市・町管理農道・林道の機能保全・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
道路における障害物の除去（再掲） ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ５ 必要最低限のライフライン等を確保するとともに、これらの早期復旧を図ること 
リスクシナリオ 
 ５−２ 上水道等の⻑期間にわたる機能停止 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 上水道等の⻑期間にわたる機能停止を防ぐため、水道施設等の耐震化・⽼朽化対策や、応急復旧・
給水体制の整備等を図る。 
【水道施設の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
水道施設の耐震化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
水道施設の応急対策（再掲） ○ ○ ○ 
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水道事業者の業務継続計画の策定 ○ ○ ○ 
 

事前に備えるべき目標 
 ５ 必要最低限のライフライン等を確保するとともに、これらの早期復旧を図ること 
リスクシナリオ 
 ５−３ 汚水処理施設等の⻑期間にわたる機能停止 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 汚水処理施設等の⻑期間にわたる機能停止を防ぐため、下水道施設や農業・漁業集落排水施設等
の耐震化・⽼朽化対策の推進や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の促進を図る。 
【下水道施設の機能確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
下水道施設の地震対策（再掲） ○ ○ ○ 
下水道事業の業務継続計画の策定（再掲） ○ ○ ○ 
農業・漁業集落排水施設等の耐震化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
農業・漁業集落排水施設等の耐災害性の確保 ○ ○ ○ 
避難所等におけるトイレ機能の確保 ○ ○ ○ 
【合併処理浄化槽への転換の促進】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
合併処理浄化槽への転換の促進 ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ５ 必要最低限のライフライン等を確保するとともに、これらの早期復旧を図ること 
リスクシナリオ 
 ５−４ 鉄道・幹線道路等の基幹インフラや地域交通ネットワークが分断する事態 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 鉄道・幹線道路等の基幹インフラや地域交通ネットワークが分断する事態を防ぐため、鉄道の運
行確保やバスの路線等の維持を図るとともに、鉄道・道路施設の防災対策や高規格道路等の整備を
推進する。 
【道路施設の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
緊急輸送道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
緊急輸送道路以外の道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
市・町管理農道・林道の機能保全・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
道路における障害物の除去（再掲） ○ ○ ○ 
【公共交通・広域交通の機能確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
災害時における公共交通の安定供給の確保 ○ ○ ○ 
地域公共交通の確保 ○ ○ ○ 
広域交通の確保（鉄道） ○ ○ ○ 
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【鉄道施設の耐災害性の確保・体制の整備】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
鉄道施設の耐災害性の確保・体制の整備（再掲） 
                ※県・事業者が主体の取組 

○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ５ 必要最低限のライフライン等を確保するとともに、これらの早期復旧を図ること 
リスクシナリオ 
 ５−５ 防災インフラの⻑期間にわたる機能不全 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 防災インフラが⻑期間に渡り機能不全となる事態を防ぐため、全ての分野の個別施設計画等の策
定を進めるとともに、ライフサイクルコストの低減等に留意し、計画的に耐震化・⻑寿命化対策の
推進を図る。 
【防災インフラの耐震化・⽼朽化対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
病院施設の耐震化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
公共建築物・インフラ施設の耐震化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
役場庁舎、消防本部庁舎等の耐震化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
港湾・漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化等の対策（再掲） ○ ○ ○ 
緊急輸送道路の機能強化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
市・町管理農道・林道の機能保全・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
海岸保全施設の⽼朽化対策（再掲） − ○ ○ 
海岸陸閘の管理体制の強化（再掲）   ※県が主体の取組 − ○ ○ 
農業水利施設等の⽼朽化、豪雨・地震対策（再掲） ○ ○ ○ 
砂防関係施設の⽼朽化対策（再掲）   ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
水道施設の耐震化・⽼朽化対策（再掲） ○ ○ ○ 
下水道施設の地震対策（再掲） ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ６ 重大な二次災害を発生させないこと 
リスクシナリオ 
 ６−１ ため池、ダム、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 ため池、ダム、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生を防ぐため、ダ
ム施設、防災インフラ等の⽼朽化対策等を推進する。 
【ため池、ダム等の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
ため池・調整池の防災対策（再掲） ○ ○ ○ 
山地災害危険地区等における治山対策（再掲） ○ ○ ○ 
防災重点農業用ため池の防災・減災対策（再掲） ○ ○ ○ 
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【防災施設の機能維持】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
砂防関係施設の整備（再掲）       ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
砂防関係施設の⽼朽化対策（再掲）    ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
農山村地域における防災対策（再掲） ○ ○ ○ 
河道閉塞等による住⺠避難のための情報提供 ○ ○ ○ 
流域治水対策（農業水利施設の整備）（再掲） ○ ○ ○ 
農業水利施設等の⽼朽化、豪雨・地震対策（再掲） ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ６ 重大な二次災害を発生させないこと 
リスクシナリオ 
 ６−２ 有害物質の大規模流出・拡散 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 有害物質の大規模流出・拡散を防ぐため、有害物質取扱事業所等に対する監視・検査指導等を通
じた流出・拡散防止対策の推進や、坑廃水処理関係施設の稼働の確保、有害物質流出時の処理体制
の構築を図る。 
【有害物質の流出・拡散防止対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
有害物質の流出・拡散防止対策 
             ※消防本部・事業者が主体の取組 

○ − − 

大気中への有害物質の飛散防止対策 ○ ○ ○ 
PCB 廃棄物の流出・紛失等防止対策 ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
【有害物質流出時の処理体制の構築】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
有害物質流出時の処理体制の構築 ○ ○ ○ 
有害物質の大規模流出・拡散対応 ○ ○ ○ 
【坑廃水処理関係施設の稼働の継続】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
坑廃水処理関係施設の稼働の継続    ※県が主体の取組 ○ − ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ６ 重大な二次災害を発生させないこと 
リスクシナリオ 
 ６−３ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 農地・森林等の荒廃による被害の拡大を防ぐため、荒廃農地の発生防止・利用促進や森林資源の
適切な保全管理を推進するとともに、砂防・治山施設等の⽼朽化対策等を実施する。 
【荒廃農地の発生防止・利用促進】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
農地利用の最適化支援 ○ ○ ○ 
農地の生産基盤の整備推進 ○ ○ ○ 
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農作物生産に必要な施設・機械等の整備対策（再掲） ○ ○ ○ 
【森林資源の適切な保全管理】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
森林の計画的な保全管理 ○ ○ ○ 
森林整備事業等の森林所有者への普及啓発 ○ ○ ○ 
自然公園施設の整備・⽼朽化対策（再掲） ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
【農山村地域における防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
農山村地域における防災対策（再掲） ○ ○ ○ 
【農林水産業の生産基盤の防災対策】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
農業・水産施設等の⽼朽化、豪雨、地震対策（再掲） ○ ○ ○ 
流域治水対策（農業水利施設の整備）（再掲） ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ７ 地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で再建・回復できる条件を整備すること 
リスクシナリオ 
 ７−１ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態を防ぐため、災害
廃棄物処理計画の策定や、関係機関・団体との連携強化等による処理体制の構築を図る。 
【災害廃棄物の処理体制の構築】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
災害廃棄物処理計画の策定 ○ ○ ○ 
災害廃棄物等の処理に関する連携の強化 ○ ○ ○ 
家庭系災害廃棄物の収集・運搬対策 ○ ○ ○ 
農林水産業に係る災害廃棄物等の処理に関する連携の強化 ○ ○ ○ 
大気中への有害物質の飛散防止対策（再掲） ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ７ 地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で再建・回復できる条件を整備すること 
リスクシナリオ 
 ７−２ 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態を防ぐため、
受援・連携体制の構築を図るとともに、建設業・農林水産業の担い⼿の育成・確保や産業を支える人
材の育成等を図る。 
【防災ボランティア受入体制の構築】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
防災ボランティア受入体制の構築 ○ ○ ○ 
防災ボランティアの育成 ○ ○ ○ 
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【技術職員等の確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
被災地応援の受入体制の構築（再掲） ○ ○ ○ 
【農林水産業の担い⼿の育成・確保】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
農業の担い⼿育成・確保 ○ ○ ○ 
林業の担い⼿育成・確保 ○ ○ ○ 
水産業の担い⼿育成・確保 ○ ○ ○ 
【地域防災力の向上】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
自主防災組織の設立・活性化支援（再掲） ○ ○ ○ 
消防力の強化（再掲） ○ ○ ○ 
消防団の充実（再掲） ○ ○ ○ 
【防災人材育成】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
被害認定調査等の体制確保       ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 

 
事前に備えるべき目標 
 ７ 地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で再建・回復できる条件を整備すること 
リスクシナリオ 
 ７−３ 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態を防ぐため、応急
仮設住宅を迅速に供給する体制を確保するとともに、地域コミュニティ・農山漁村の活性化や消防
団の充実等を図る。 
【応急仮設住宅の確保等】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
応急仮設住宅の迅速な供給 ○ ○ ○ 
【地域コミュニティ力の強化】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
地域防災力の向上・コミュニティ再生 ○ ○ ○ 
地域コミュニティ力の強化 ○ ○ ○ 
農山漁村の活性化 ○ ○ ○ 
地域コミュニティを牽引する人材の育成 ○ ○ ○ 
地域を支えるリーダーの育成      ※県が主体の取組 ○ ○ ○ 
消防団の充実（再掲） ○ ○ ○ 
史跡施設の整備 ○ − − 
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事前に備えるべき目標 
 ７ 地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で再建・回復できる条件を整備すること 
リスクシナリオ 
 ７−４ 風評被害等による地域経済等への甚大な影響 
リスクシナリオを回避するための対応方策の概要 
 風評被害等による地域経済等への甚大な影響の発生を防ぐため、平時より県産品に関する正確な
情報を発信する体制の整備や、安全・安心な生産・流通システムの構築等を図る。 
【風評被害の発生防止】 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 
正確な情報発信による県産農林水産品の風評被害防止 ○ ○ ○ 
安全・安心な生産・流通システムの構築 ○ ○ ○ 
県産農林水産品の風評被害軽減対策 ○ ○ ○ 
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２ 連携項目 

 圏域全体の国土強靱化の推進に向け、３市町が取り組みを検討する連携項目は以下のとおり
である。 
 

連携項目 概要 該当するシナリオ 
五所川原圏域空き家
バンク事業 

 五所川原市、中泊町、鶴田町を含む「五所川原圏
域定住自立圏」における移住・定住や、空き家の適
正管理の促進を図る。 

1−１ 

福祉避難所の設置及
び圏域での相互利用 

 ⺠間福祉施設の福祉避難所（障がい者や高齢者な
ど、災害発生時に特に配慮を必要とする方々を受け
入れ対象とした避難所）への指定を促進し、圏域で
の相互利用体制を構築する。 

1−1、1−2、1−3 
1−4 

道路における障害物
の除去 

 大規模災害により市・町が管理する道路が損壊し
た場合、３市町が連携して道路啓開を実施するた
め、連携体制を構築する。 

2−1、2−4、2−6 
4−1、4−2、4−3 
5−1、5−4 

水道事業者による災
害訓練等の共同開催 

 発災時の対応の平準化と円滑化の向上を目的に、
資機材の情報共有やマニュアルの検討、合同訓練を
実施する。 

2−1、2−5、5−2 

孤立地域発生時の支
援体制の確保 

 中山間地域や沿岸地域において、災害による孤立
集落が発生した場合、３市町が連携して物資の供給
やライフラインの確保を実施する。 

2−2 

 
３ 重点項目 

 限られた資源・財源の中で、国土強靱化の取組を効率的・効果的に推進するためには、優先
度の高い施策・事業に重点化を図る必要がある。 
 本計画では、人命保護に直接関わる施策・事業を中心に、他のリスクシナリオへの影響や効
果、緊急性、自助・共助の推進といった観点から優先度を総合的に判断し、各市町において重
点項目を選定した。 
 各市町に共通する主な重点項目は以下のとおりである。 
 なお、市町毎の重点項目は、別紙「付属資料」にとりまとめている。 
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各市町に共通する主な重点項目 
○住宅・建築物の耐震化による地震対策 
○大規模建築物の耐震化 
○⽼朽化した公営住宅の建替による防災・減災対策 
○病院施設の耐震化・⽼朽化対策 
○社会福祉施設等の耐震化 
○公立学校施設等の耐震化・⽼朽化対策 
○ブロック塀等の安全対策 
○学校施設等の非構造部材の耐震化 
○公共建築物・インフラ施設の耐震化・⽼朽化対策 
○役場庁舎、消防本部庁舎等の耐震化・⽼朽化対策 
○幹線街路の整備 
○緊急輸送道路の機能強化・⽼朽化対策 
○緊急輸送道路以外の道路の機能強化・⽼朽化対策 
○空き家対策 
○防火対策 
○消防力の強化 
○洪水ハザードマップの作成 
○住⺠等への情報伝達⼿段の多様化 
○情報通信利用環境の強化 
○防雪施設の整備 
○除排雪体制の強化 
○冬季の防災意識の啓発 
○防災情報の入⼿に関する普及啓発 
○防災教育の推進 
○学校防災体制の確立 
○災害発生時の物流インフラの確保 
○救援物資等の受援体制の構築 
○地域の孤立防止対策 
○災害対策本部機能の強化 
○医療従事者確保に係る連携体制 
○感染症への意識向上及び対応策の整備 
○予防接種の促進 
○要配慮者等（難病疾患等）への医療的支援 
○防災ボランティア受入体制の構築 
○地域コミュニティ力の強化 
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第６章 計画の推進                        
 
１ 計画の推進 

 ⻄つがる圏域３市町の国⼟強靱化に当たっては、⾏政の取組だけでなく、住⺠・事業者と連
携した取組が必要であり、地域社会が一丸となって取り組んでいく必要がある。 
 平時から様々な取組を通じた関係構築を進めていくとともに、効果的な施策・事業の実施に
努めていく。 
 

２ 計画の進捗管理 
 本計画に基づく取組を確実に推進するために、①Plan ②Do ③Check ④Action の流れを
基本としたＰＤＣＡサイクルにより関連施策・事業の進捗状況を毎年把握し、計画全体の見直
し・改善を図っていくものとする。 
 また、関連施策・事業の進捗状況や各種取組結果などを踏まえ、見直しや改善、必要となる
予算の確保などを⾏いながら進めていく。さらに、⻄つがる３市町だけでは対応できない事項
については、国・県・関係機関などへの働きかけや連携を通じ、施策・事業の推進を図ってい
く。 
 

３ 計画の見直し 
 本計画については、今後の社会情勢の大きな変化や考慮すべき自然災害リスクの変化、国や
県などの強靱化に関する施策の取組状況、⻄つがる圏域３市町それぞれの進捗状況などを考慮
しつつ、計画期間中であっても必要に応じて見直しを⾏うものとする。 
 なお、本計画は、他の分野別計画における国⼟強靱化に関する指針として位置付けているも
のであることから、国⼟強靱化に関係する他の計画については、それぞれの計画の見直しや改
定等の時期に合わせて必要となる検討を⾏い、本計画との整合を図るものとする。 
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